
2021年度
有機ＪＡＳフォローアップ研修会

研修会のご参加、ありがとうございます。

フォローアップ研修会は、１３：３０から開始します。

しばらくお待ちください。

（公財)自然農法国際研究開発センター

認証部



2021年度

フォローアップ研修会

 （公財）自然農法国際研究開発センター



【研修内容】
⚫ 有機JASの運用改善

サンプリング調査、リモート調査

資材評価の負担軽減

⚫ 有機JASのＱ＆Ａの改訂

⚫ 有機農産物のJAS資材評価手順書の改訂

⚫ 有機認証業務規程の改定

業務委託（有機JAS資材評価業務）の廃止

輸出証明書等の発行に関する事務要綱

⚫ その他 情報提供

玄米・精米の表示制度の改正

有機農業の推進に関する情報（令和3-4年度の交付金等予算概要）





有機JASの運用改善について

①グループ認証におけるほ場のサンプリング
調査の導入

有機JAS認証事業者がグループで生産に取り組む場合、実
地調査は全てのほ場を対象にJAS規格適合性を確認するの
が原則ですが、生産行程管理者等が全てのほ場でこれを確
認している等の条件が満たされれば、ほ場のサンプリング
調査も認めることとしました。

（有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機資料のJASQ&A 問35-6参照）





有機JASの運用改善について

②登録認証機関が有機JAS認証事業者に対し
て行う実地調査へのリモート調査の導入

登録認証機関が有機JAS認証事業者に対して行う実地調
査は、訪問調査を原則としますが、2回目以降の実地調査
について、前回調査の結果を踏まえて訪問調査を要しない
と事前に判断されている等の条件が満たされれば、リモー
トを活用した調査も認めることとしました。

（有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機資料のJASQ&A 問35-7参照）



 通常、検査員が認証事業者を訪問し、実地において施設、ほ場の管理状況や
記録や書類の確認を行っていることを、 テレビ会議システム（ZOOM等）の
オンラインツールとパソコンやタブレット・スマートフォン等のモバイル機器
を組み合わせて、遠隔で行うことをいいます。

下記のような事業者には、「リモート調査」が可能です。

・インターネット環境が整っていて、テレビ会議システムでの対応ができる

・有機食品を生産、製造している施設が少なく、それら施設の管理状況を写真や

動画で提供できる

・記録や伝票などの帳票・書類がデジタル化でき、電子メールでの送受信ができる

Etc.

※当センターでは、現在、新年度から運用できるように現在手順書
を整備しているところです。

「リモート調査」とは、
その名の通り、リモート（遠隔）で行う年次の

調査のことです。



有機JASの運用改善について

③生産者による資材評価の負担軽減案
１）生産者は、登録認証機関と資材協等が外部委託契約を結んで
いなくても、資材リストに掲載された資材を使用可能とする。

⇒ 登録認証機関が有機JASで使用できる資材と判断した資材リストの

農林水産省HPへの公表

☛ 登録認証機関が有機JASで使用できる資材と判断した資材リストについて

農林水産省がホームページに一元的に公表

☛ 有機JAS認証事業者は、有機JASで使用できる資材について、公表された

資材を使用する限り、登録認証機関や資材メーカーへの個別の問い合わせ

が不要。





有機農産物のJASに関する資材情報：

https://www.maff.go.jp//j/jas_kikaku/yuuki_shizai.

html

〇一般社団法人有機JAS資材評価協議会

https://www.yuhyokyo.com/list/

〇特定非営利活動法人日本有機農業生産中央会

www.yu-ki.or.jp

〇株式会社 ACCIS

https://www.accis.jp/jas8.html

https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_shizai.html
https://www.maff.go.jp/j/jas_kikaku
https://www.yuhyokyo.com/list/
http://www.yu-ki.or.jp/
https://www.accis.jp/jas8.html




③生産者による資材評価の負担軽減案
２．肥料等の評価について、確認しなければならない化学物質等
を明確化し、生産者による資材評価を容易にする。

⇒ 資材評価手順書の改訂（配布資料参照）



【資材適合判断手順書 P3】





③生産者による資材評価の負担軽減案
２．肥料等の評価について、確認しなければならない化学物質等を明確化し、
生産者による資材評価を容易にする。

《改訂概要》

〇資材リストの活用、確認すべき化学的に合成された物質等の明確化に

ついて記載。

〇個別評価手順に「確認すべき工程」を新設。

〇コンタミは不適合としない旨を明記。

〇有機農産物のJAS以外の肥料等の基準に係る記載は削除。

〇微施物の培地等について整理（旧手順書に従い適合と評価した肥料を

これまでに施用したほ場、当該ほ場から収穫した 農産物は、適合です。）

〇泥炭の融雪剤としての使用は、一般管理の項で読む。



〇次の事項については、『規格上確認が必要な化学的に合成された物質等の使用に

該当しないもの』と整理。

①焼成、灰化等に必要な燃料の使用

②検疫上必要な肥料等（肥料等の原材料を含む）の燻蒸処理

③有機農産物のJAS別表５及び有機加工食品のＪＡＳ別表１に掲載された資材を

それぞれ調製用等資材又は添加物として使用した原材料

④労働安全衛生上必要な鉱石等採掘時の飛散防止材の使用

⑤有機農産物JAS別表１の肥料等同士の混合（硫酸加里と硫酸苦土の反応による

硫酸加里苦土の化学合成は除く）



有機認証業務規程の改訂（配布資料「新旧対照表」参照）

〇認証業務規程の改訂

 (一社)有機JAS資材評価協議会との業務委託の廃止(第20条)

輸出証明書等発行に関する取扱要領の発行(第23･24、56条)



有機JAS資材評価協議会の適合確認済リスト
から外された資材（配布資料参照）



有機JAS資材評価協議会の適合確認済リス
トから外された資材（配布資料参照）

 2021年は、資料に掲載されている資材が有機JAS資材評価協
議会のリストから削除されています。

【削除となった理由】

・原材料の入手が困難となったため、製造中止となった。

・販売実績が伸びず、製造廃止、廃版商品となった。

・資材リストに掲載されていてもメリットがないと判断した。

今後は、複数の機関が資材リストの公表を行うように
なり、同協議会のリストから削除される資材も増えてく
ると思います。今後は、同協議会の資材リストの更新状
況を適宜確認して活用ください。



有機認証業務規程の改訂（配布資料「新旧対照表」参照）

〇認証業務規程の改訂

 (一社)有機JAS資材評価協議会との業務委託の廃止(第20条)

輸出証明書等発行に関する取扱要領の発行(第23･24、56条)



有機認証業務規程の改訂（配布資料「新旧対照表」参照）

〇認証業務規程の改訂

 (一社)有機JAS資材評価協議会との業務委託の廃止(第20条)

輸出証明書等発行に関する取扱要領の発行(第23･24、56条)



有機認証業務規程の改訂（配布資料「新旧対照表」参照）

〇認証業務規程の改訂

 (一社)有機JAS資材評価協議会との業務委託の廃止(第20条)

輸出証明書等発行に関する取扱要領の発行(第23･24、56条)



有機認証業務規程の改訂（配布資料「新旧対照表」参照）

〇認証業務規程の改訂

輸出証明書等発行に関する取扱要領の発行(第23･24、56条)



玄米・精米の表示制度の改正①（令和4年3月31日施行）



26 お米の一括表示の例

名 称 有 機 精 米

原 料 玄 米

産 地 品 種 産 年

単一原料米

○○県 コシヒカリ 20２０年

内 容 量 5 ㎏

精米時期 2020年1１月10日

販 売 者

○○米穀株式会社

静岡県熱海市○○ ▲▲-××

電話番号 ○○○○-○○-○○○○

農産物検査済の単一原料米（精米）

名 称 有 機 玄 米

原 料 玄 米

産 地 品 種 産 年

単一原料米

○○県 コシヒカリ 2020年

内 容 量 10 ㎏

調製時期 2020年10月10日

販 売 者

○○米穀株式会社

静岡県熱海市○○ ▲▲-××

電話番号 ○○○○-○○-○○○○

農産物検査済の単一原料米（玄米）



玄米・精米の表示制度の改正②（配布資料参照）

 原料玄米の表示

 等級検査を受けなくても、産地・産年・銘柄を表記することができるようになり
ました。





有機農業の推進に関する情報

 みどりの食料システム戦略

 令和3年度補正予算、4年度の予算概要について

（pdf資料）


